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土木学会研究討論会 

「人にやさしい地下空間の創造に向けて－わかりやすさ、歩きやすさ－」 

わが国の都市では、地下鉄や地下街、地下道、地下駐車場などの地下空間が建設され

てきました。今では、それぞれの歩行空間がネットワークされ、民地ビルの地下階にま

でシームレスに連絡されており、不特定多数の人々が行き交う、都市の活動を支える重

要なインフラとなっています。 

その一方で、地下空間特有の閉鎖性や迷路性に加え、平面的にも立体的にも複雑な空

間となっている施設もあります。各施設では、その改善に取り組んでいますが、いまだ、

誰もがわかりやすい空間になっているとはいえません。わかりやすく、歩きやすい空間

形成を進めることで、常時だけでなく、災害時にも安全に避難することが可能になりま

す。 

本研究討論会ではこのような地下空間施設の現状に着目し、立場の異なる様々な専門

家を交え、利用者の行動の側面を中心に、参加者全員で総合的な議論を展開しようとする

ものです。

話題提供１ 古川隆一・福岡地下街開発株式会社管理部 

「天神地区の地下ネットワーク～天神地下街の取組みについて～」 

話題提供２ 樋口 敬・福岡市交通局 

「福岡市地下鉄における取組みについて」 

話題提供３ 今泉暁音・福岡大学 

「空間形状から見た地下空間のやさしさについて」 

話題提供４ 工藤康博・土木学会地下空間研究委員会顧問 

「人にやさしい地下空間とは－わかりやすさ 歩きやすさ－」 
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天神地区の地下ネットワーク 

～天神地下街の取組みについて～ 

福岡地下街開発株式会社 管理部 古川 隆一

（１） 建設経緯 

天神地下街は，九州最大の商圏である福岡市天神の地上の交通渋滞緩和と都市機能の充

実のため，昭和 51 年 9 月に開業しました．また，平成 17 年 2 月には既存の天神地下街の

南に約 230m 延伸したことにより地下鉄七隈線と空港線の乗り継ぎや周辺ビルとのさらな

る連絡をし，天神地区の地下ネットワークの中心となっています．

（２） 施設概要 

当社が管理・運営する天神地下街は，天神地区の地下を南北に約 590m 広がっており，商

業と交通，そして 1 日約 30 万の人が豊かに交流する「劇場空間」をコンセプトとしていま

す．

通路は客席に見立てほの暗く，舞台である店舗が華やかな光に満ちた空間となるよう設

計し，さらにスタッフや商品は舞台の演者となって主役のお客様を盛り立てます．

街内は「次世代へ残したい街」として，時が経過するほど味わいを増す 19 世紀ヨーロッ

パの街並みをイメージした意匠で統一され，石・レンガ・鉄を基調とした内容は，昭和 51
年開業以来輝きを失うことなく現在に至っております．さらに，平成 17 年 2 月に開業した

地下街にもこのコンセプトや意匠が継承されております．

（３） 防災への取り組み 

平成 17 年 2 月地下街新設時に，既存の防災センターや防災システムを一新し，「地下街

に適した総合消防防災システム」として平成 17 年度の消防庁長官表彰を受けました． 
浸水時の対応については，100 年に一度クラスの大雨に耐えることが可能であり，かつ深

夜の少人数体制でも設置が可能な止水板を平成 19 年 6 月に設置しました．また，「浸水時

対応マニュアル」を平成 26 年 8 月に整備し，ホームページで公開しています． 
耐震対策については，現在調査まで完了し，今後の改修を計画中です．

（４） 人にやさしい街づくりへの取り組み 

天神地下街では身障者の方だけでなく子供連れの方や外国人などの旅行者にもやさしい

街づくりを目指して下記のような対応を実施しております．

① 身障者対応エレベーターを 2 基設置

② エスカレーターの設置
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③ 授乳室や多目的トイレの設置

公衆化していたトイレを，40 周年を契機に天神地下街のヨーロピアンテイストを

モチーフにしたトイレへ全面リニューアルしました．

④ 点字誘導ブロックの設置

誘導ブロック敷設にあたり，配慮した点は 2 つです．一つはレンガタイルに近い、

素焼きのような材質を選定しました．二つ目はベースの舗装色との対比から，黄色

の色を選定していることです．このため，地下鉄七隈線の誘導ブロックの黄色とは

若干異なっています．

⑤ 2 ヵ国語標記サイン及び 4 ヵ国語標記案内板の設置

地下鉄や他の地下通路（きらめき地下通路）等の周辺案内図の基本設計を福岡市が

行いましたので，建物名称や地図のフォーマットは統一されています．しかし，維

持管理は各施設で行うため，建物の名称が変わってもそれに気付かずいつまでも古

い名称のままという問題が発生しています．そこで，市へは周辺案内図を掲示して

いる施設に対して建物名称変更等の情報提供を行ってもらうようお願いしておりま

す．

⑥ 通路の照明について

通路照明は前述したように，少しほの暗い設定にしています．20年ほど前までは暗

いとマイナスイメージをもたれる声も多かったのは事実です．しかしながら，22年

前に電球を高効率ハロゲンランプに替えてからは暗いというマイナスイメージよ

りも，雰囲気があっていいねというプラスイメージに変わりました．そのため，平

成 26 年に照明を LED にする際に一番配慮した点は「お客様が気付かないほどに色

温度と明るさは変えない」でした．

（５） その他の取り組み 

① 公衆無線 LAN「てんちか FREE Wi-Fi」を平成 23 年 9 月に配備しました．

② 平成 28 年 9 月に 40 周年記念事業の一つとして，パリの街並みをアイアンアート

で表現したモニュメントを設置しました．

（６） 課題・問題点 

① 地下街の建設コストは，一般的なＳＣの建設コストの 4～5 倍かかるため，家賃を

高く設定しなければならない．

② 地下街は目的施設となりにくいため，建物としての資産価値は周辺環境やまちづく

りの計画に大きく左右される．

③ 交通において重要な役割を担っていることから，建て替えが困難である．

④ 行政からあらゆる事案において公共性を求められるが，株式会社が運営する以上利

益度外視はできない．また，会社として利益が出なければ公共地下道を適正に維持

- 3 -



管理できない．

⑤ 地下街の通路は公道のため，キャッチセールスなどに対して入街規制ができず，通

行するお客様に不快感を与えている．

⑥ 地上との間に扉が無いため，外気の吹込みにより冷暖房効果へ悪影響がある．

⑦ 地下街は周囲に地下水が点在しているため，漏水被害が絶えない．

⑧ 接続ビルからの浸水対策が困難．

⑨ 弊社マニュアルでは災害発生時は全て地上へ避難誘導しているため，地下街への避

難に対するマニュアル（受け入れ態勢）が無い（Ｊアラート発生時など）．

⑩ 案内業務は地下街に関する案内は少なく，他施設の道案内や観光案内が大半であり，

公共的な役割が強い．
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人にやさしい地下空間とは －わかりやすさ 歩きやすさ－ 

工 藤 康 博（地下空間研究委員会 顧問）

１．はじめに 

わが国の都市における、今日のような「地下空間」の利用は、1927 年（昭和 2 年）の

銀座線の上野と浅草間の開業に始まり、それから 90 年になる。その間、地下鉄、地下道、

地下街、地下駐車場が建設された。相互のネットワーク化が進み、いまでは不特定多数の

人々が行き交う空間として、都市活動を支える重要なインフラとなっている。

しかしながら、これらの多くは、戦後復興や高度経済成長期に合わせて、昭和 30 年代

から 50 年代に造られた空間が多く、すべての人々が利用しやすい空間となっているとは

言い難い面もある。「わかりにくさ」「不安」といった視覚情報の判断の難しさや「快適性」

に欠ける面があり、「上り下り」や「歩きにくさ」など、心理的・肉体的な負担を感じる利

用者もいる。

  現在、高齢者や障害者の社会参画拡大や、国際化に伴う訪日外国人への対応などが求め

られ、各方面で取り組みが行われており、「地下空間」においてもバリアフリーやユニバ

ーサルデザインが求められている。

ここでは、「わかりにくさ」や「歩きにくさ」の要因を確認し、その課題解決に向けた

「人にやさしい地下空間づくり」のハード・ソフトの取り組みを紹介する。

２．不特定多数の人々が行きかう地下空間とは（地下歩行空間） 

①地下鉄駅（ホーム、コンコース、改札、ラッチ外コンコース）

②地下道

③地下広場

④地下街

⑤民地内地下貫通通路

⑥地下駐車場
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３．地下空間の「わかりにくさ」「歩きにくさ」の要因と背景 

（１）「わかりにくさ」

  地下空間の「わかりにくさ」の要因には、地下空間の特殊性と「人間の特性」に起因す

るものと、地下空間の「建設や管理運営」に起因するものとがあると考えられる。

①地下空間の特殊性と人間本来の特性に起因するもの

・人類誕生以来、人間の生活圏は、いくつかの例外を除いて、ほとんどが地上であっ

た。そのために、人間の環境認知のメカニズムや行動特性は、地上の環境に適応す

るように進化してきたのかもしれない。

（市川茂「土木学会 地下空間研究委員会心理小委員会 活動報告書」1999.1.13 より） 
   ・太陽光による上からの光を前提とした陰影による形状判断、定位（測位）の習性。

   ・地下空間は、視覚情報の多様性という点で、地上の景観に比べて劣っている。

   ・人間は、感覚情報が遮断されたり、単調すぎたりすると、心身に様々な悪影響が生

じることが、医学や心理学の実験研究から明らかにされている。

   ・地下空間は、地上に比べ、一様で単調な空間が多く、快適性の面で問題が生じる可

能性がある。同時に、迷いやすく定位（測位）の点でも問題を含んでいる。

   ・未知の閉鎖空間での、不安感と定位（測位）の難しさ。

②施設建設や管理運営に起因するもの

・天井が低い、狭い、同じ断面の連続などから単調で閉鎖性・圧迫を感じ、不安感が

生じ、方向感を失う。

・複数のサインやコマーシャル案内など、重要度のランクが違う情報の混在。

・空間デザインや照明（様々な方向から様々な光の散乱やグレア）

（２）「歩きにくさ」

  地下空間の「歩きにくさ」は、高低差解消のための階段やスロープと狭隘空間（単なる

通過空間）に起因する。その要因と背景は次のように考えられる。

①建設当時の社会的・経済的状況と「地下空間」の位置付け（戦後復興・高度成長期）

・初期に建設された「地下空間」は道路など公共空間の占用のみで建設された。

・財政事情・経済性から、必要最小限の空間確保。（無駄の排除）

⇒（例えば）

地下街は地下駐車場の投影面内での建設。

   地下鉄のラッチ外コンコースは軌道階の投影面内で建設。

・既設埋設施設（上下水道、電気・電話の洞道）を避けながら空間確保。

・高低差解消は昇降機（エレベータ、エスカレータ）ではなく、階段で処理。
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②施設事業者間の事業時期（計画時期）の時間差による

・地下鉄ラッチ外コンコースと地下街や地下道・地下広場との高低差  

・地下鉄の路線間の高低差

   ・隣接民地の既設建物の地下階との高低差

③施設内の段差

・建設当初は施設内の高低差は階段処理（地下鉄のホーム階と改札階）

⇒空間に余裕がある場合は、エスカレータやエレベータに改修が進められている。 
   ・躯体構造（スラブ厚や梁）や他の地下構造物との交差補強などで空間内に段差が生

じ階段処理している事例が見られる。

   ・交差する施設の支持構造や下方通過のために、歩行幅員の縮小や階段で処理されて

いる事例が見られる。

④地上出入口の幅員途中縮小

・地上出入口を歩道上に設ける場合（隣地の協力を得られず、歩道上のほかに設ける

場所がない場合）は歩道幅員に限りがあり、階段の幅員が途中で縮小。

４．地下空間の改良と新たなネットワークづくり 

－公民協調による大手町・丸の内・有楽町地区の地下空間整備 

大手町・丸の内・有楽町地区では、現在、地下空間の改良とネットワークの拡充が進め

られている。その中でおこなわれている「わかりやすさ」や「歩きやすさ」にむけた取

り組みについて紹介する。 

（１）地下歩行空間の形成過程

①昭和 12年の東京駅～丸ビル間の地下連絡道が大丸有の地下歩行空間形成のはじまり

②戦後復興・高度経済成長期の地下鉄建設とラッチ外コンコース整備（地下歩行空間）

  ③「まちづくりガイドライン」による、民地内を含む地下歩行空間のネットワーク整備

（２）まちづくりガイドラインによる地下空間整備

①東京都、千代田区、JR 東日本、大丸有まちづくり協議会が策定しガイドライン

②地上と地下の歩行空間のネットワークの考え方が示されている。

③既設の道路下の歩行空間に加え、民地内貫通通路整備と民地間連絡のネットワーク

形成が定められており、ビルの建て替え時に順次整備されている。
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（３）公民協調による東京駅丸の内地下広場（地下道）整備

①駅前地下広場周囲に地下道（都道）を整備；

・東京都、JR 東日本や東京メトロ、周辺地権者（特許事業）により整備

②バリアフリー化（より歩きやすく）；

・供給処理埋設管の整理により段差を生じないように計画

③見通しの良い整形な広場空間の創出；

・鉄道施設（駅務施設、設備室）を移設し、整形な広場状空間を創出。

④広場とビル地下階のシームレスな歩行空間の創出；

・周辺ビルの建替えに合わせ、ビルの地下階と広場のレベル調整している。

⑤震災時一時退避場所として整備；

・震災時に使用できる簡易トイレ設置用マンホールや備蓄倉庫を備えている。

・デジタルサイネージの設置（情報発信）

（４）地上光の取入れ（地下のランドマーク）

①サンクンガーデンを配置；

・地上、地下の歩行空間の結節点（三菱信託銀行ビル・日本工業倶楽部）

・地下鉄駅改札口前ラッチ外コンコースへの出入口（永楽ビル）

②光井戸；

・行幸通り地下歩行空間に光井戸を設ける（丸の内駐車場の一層を歩行空間へ改修）

②外光が入る吹抜け空間；

・特定街区で整備された、既設の丸の内線と東西線の駅間連絡地下道を改修。

外光が入る吹抜け空間を設け、ランドマークとなっている（大手町タワー）

（５）機能性から快適性・デザイン性へ（民地建物への導入歩行空間）

（６）既存のラッチ外コンコースの改修

（７）既存地下駐車場の用途転換による歩行空間の創出（丸の内駐車場）

（８）空間の維持管理組織

   公民協調により、空間の快適性や環境、イベントを維持管理する組織を設けている。
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５．「わかりやすさ」「歩きやすさ」－バリアフリー・ユニバーサルデザインの視点－ 

2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向け、都市施設におけるバリアフリー・ 

ユニバーサルデザインの導入、情報通信網の整備が検討されている。その事例と関連する

研究を紹介する。 

（１）サイン

①交通ターミナルにおけるサイン

・サインの統一や整理の事例

②空間計画によるサイン性

・方向性を示す空間構造（形態）

・デザイン（壁面や足元のデザイン）

・ランドマークの配置

・吹抜けや外光

③サインの認識性

・掲示位置

・表示情報量

・輝度コントラスト

④視覚障害者への音サイン（視覚障害者と晴眼者）

⑤高齢者やロービジョン

（２）バリアフリー

（３）情報機器の活用

６．防災・減災 

（１）発災時の安全確保と避難誘導

（２）一時退避場所

（３）利用者への災害情報の提供

以上
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